
<短期間（30日以下）の派遣就業を希望される派遣労働者の皆様へ>

■ 日雇派遣の禁止の例外■

平成 24 年の労働者派遣法の改正により、労働契約の期間が 30日以下の短期間の派遣（以下、日雇派遣という※） が
原則として禁止となりました。

但し、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇派遣の禁止の例外」 として、30 日以下の短期間であっても派遣が認め
られます。

つきましては、皆様が短期間（30 日以下）の派遣就業を希望される場合には、
１） 「日雇派遣の禁止の例外」 に関する以下の説明をご一読ください。
２） ご自身が、以下の「日雇派遣の禁止の例外」の １．のア～エのいずれかの要件に該当する場合には、確認書類
　　（学生証、住民票、健康保険証、源泉徴収票、所得証明書等）をご提示・ご提出ください。
　　ただし、やむを得ない事情により上記確認書類が用意できない場合には、次ページの「日雇派遣の例外に関する確認
　　・誓約書」 に必要事項を記入の上、ご提出ください。 （ご提出いただけない場合、日雇派遣に該当する仕事はご紹介で
　　きません）

※ ： 労働者派遣法上の日雇派遣とは、日雇労働者（日々又は30 日以内の期間を定めて雇用する労働者）についての労働
　　者派遣のこと
※ ： フローについては、次ページをご確認ください。

日雇派遣の禁止の例外は、次の２種類です。

１．派遣労働者ご自身が次の要件の一つ以上に該当する場合
  ア．60 歳以上である場合
  イ．学校教育法の学校（専修学校・各種学校を含む）の学生又は生徒（定時制の課程の在学者等を除く）
  ウ．本業の年間収入の額が 500 万円以上である場合
  エ．主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が 500 万円以上である場合

２．派遣の業務が法の規定により例外認定された次のいずれかの場合
 ○ ソフトウェア開発   ○ 調査     ○ 研究開発
 ○ 機械設計   ○ 財務     ○ 事業の実施体制の企画・立案
 ○ 事務用機器操作   ○ 取引文書作成    ○ 書籍等の制作・編集
 ○ 通訳、翻訳又は速記の業務  ○ デモンストレーション   ○ 広告デザイン
 ○ 秘書     ○ 添乗     ○ OA インストラクション
 ○ ファイリング    ○ 受付、案内   ○ セールスエンジニアの営業、
     ※駐車場管理等を除く  金融商品の営業



日雇派遣のご希望 /例外要件の該当性確認フロー 

日雇派遣（30 日以下）のお
仕事を希望されますか？

承知いたしました。

※日雇派遣の禁止の例外
　要件に該当しますか？

申し訳ございませんが、日雇派遣の
お仕事はご紹介できません※。
※日雇例外に関する確認書類は返送不要です。

※法が定める一部の業務および日雇派遣以外のお
　仕事はご紹介可能です

※日雇派遣の禁止の例外
　要件の詳細につきまし
　ては、表面をご覧下さい。

過去に当社へ日雇派遣
の例外に関する確認書
類をご提出・ご提示いた
だいたことはありますか ?

表面のどの例外要件に該
当されていましたか？

ア )60 歳以上
ウ )あなたの年収が
　   500 万円以上

イ )昼間学生 本年は イ ）～エ ）のいずれにも該当しない

例外要件に該当するか、定期的に確認させていただきます。

エ )世帯年収が
　   500 万円以上

Yes

No
申し訳ございませんが、日雇派遣の
お仕事はご紹介できません。
当社で勤務する場合は、31日以上
月間11日以上の雇用保険の加入要
件に沿った働き方の契約が必須と
なっております。当社としては努力
目標として出勤をお願いしますが、
労働局の判断により、雇い止めをす
る事になる事があります。日数や期
間については、労働契約の上であれ
ばご希望に沿える事ができますが、
労働日数については、なるべく契約
通りの出勤をお願い致します。

下記連絡先までご一報ください。
連絡先：03-3829-2975
（平日 10：00～ 17：00）
Mail：privacy-info@sbs-group.co.jp

日雇例外要件に該当していることを確認できる書類（写し可）をご提示ください。

前年度の収入確定時期（1 月頃）※年収が要件
に満たなくなった場合は、申し訳ございません
が、日雇派遣のお仕事はご紹介できなくなりま
すので、予めご了承ください。

※確認書類のご提出がない場合、日雇派遣での働き方ができなくなる場合がございます。 

60歳以上の方

年齢が確認できる公的書類
（運転免許証、健康保険証、
住民票等）

昼間学生の方

学生証

本業年収または、主たる生計者で
なく世帯年収が500 万円以上の方

前年の収入が確認できる公的書類
（源泉徴収票、所得証明書等）

今後、お手続
きの必要はご
ざいません。

学生証

Yes

No

Yes

No



営業所

担当者
確認欄

本人分

本人分

本人分

本人分

本人分

私 は、上記
※①、②、③-Ⅰ、③-Ⅱ　の中から選んで下さい。

① ・60歳以上の方

免許番号：（　　　　　　　　　　　　　　　）

旅券番号：（　　　　　　　　　　　　　　　）

平成　　　年　　　月　　　日

氏名

確認内容：（　　　　　　　　　　　　　　　）

・パスポート

・源泉徴収票

・所得証明書

 学 校 名：（　　　　　　　　　　　　　　　）

親　　　　　万円　子　　　　　万円
③-Ⅱ■世帯年収
※世帯年収の50％を

超えない者
他（　　　　　　）　　　　　　万円

日付

所属

・年収要件

・納税証明書

・確定申告書

・昼間学生

収入証明

③-Ⅰ■本人年収

・運転免許証

その他

③

平成　　　年　　　月　　　日

印

日付

氏名

本人以外（　　　　）

本人以外（　　　　）

・この申告について虚偽はございません。
・本日提示できなかった証明書類については後日速やかに提示いたします。

日雇派遣禁止例外者の証明確認書

日雇労働者派遣の例外適応を受けるため、下記証明書を提示します。

例外ワークをご希望の方は下記のいずれかの証明書・証明証をご提示ください。

  　　上記①～③に該当していて証明書・証明証のコピーが提出できない
　　方のみ下記の誓約書にご記入ください。（コピー貼付欄兼用）

※③-Ⅱの者は家族分の証明書
※証明書類は有効期限のあるものは期限中のもの。収入証書は直近1年以内のものに限ります。

年齢の確認できる顔写真付き証明証

②

誓約書

に該当致します。

確認者

夫　　　　　万円　妻　　　　　万円

本人以外（　　　　）

本人以外（　　　　）

日付 平成　　　年　　　月　　　日

本人以外（　　　　）

学生番号：（　　　　　　　　　　　　　　　）

卒業予定：（　　　　　　　　　　　　　　　）

・学生証

担当者確認欄

　　　　　　万円

・給与明細書
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